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学校 にお ける感染症 の対応 についてのお知 らせ

学校保健安全法第 19条 。同施行規則第 18条 と第 19条 に基づ き、下記 の病気、 ま

たはその疑いがある と主治医に診 断 された場合、他の児童生徒 に感 染す るおそれ のある

期 間 |ま 出席 停止扱 い とな り登校 できない こ とになっています。お子 さまが診断された場合
は
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学校において予防すべき感染症 と出席停止期間の基準

ソ商
/ぐ′ンロ 出席停止期間の基準

第一種 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そ う
南米出血熱 ヘス ト マールブルグ病 ラッサ熱
急性灰白髄炎 ジフテ リア

重症急 1上呼吸器症候群 (病原体がギータコロす:ア イルス属S

ARSコ ロナウイルスであるものに限る)

中東呼吸器症候群 (病原体がへや―タコロナウイルス属MER
sコ ロナウィルスであるものに限る)

特定鳥インフルエンザ
新型 コロナウイルス感染症 (病原体がべ―タコロナウ
イルス属コロ十ウイルスであるものに限る)

治癒するまで

第 種
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く)

発症 した後 5日 を経過 し、かつ、解熱 し
た後 2「|(幼 児にあつては、 3日 )を 経
過するまで

百日咳
特有の咳が消夫す るまで又は 5日 間の適
正な抗菌性物質製剤による治療が終 了す
るま

‐
で

麻 しん (は しか ) 解熱 した後 31ヨ を経過するまで

流行性耳下腺炎 (お たふ くかぜ )

耳 下振、顎 下腺 又は舌下腺の腫脹が発現
した後 5日 を経過 し、かつ、全身状態が

良好になるまで

風 しん (三 日ばしか) 発 しんが消夫す るまで

水痘 (みずぼうそう) すべての発しんが痴皮化するまで

咽頭結膜熱 (アール熱) 主要症状が消退 した後 2日 を経過す るまで

結核 ヽ
ヽ
た

ノ

病状 に よ り学校 医その他 の医師 に
お いて感染 のお それ が ない と認 め
るまで髄膜炎菌性髄膜炎

第二種 コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性人「
1男 菌感染症

腸チフス ′パラチフス 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
ジ■/,ヽ んキ1/′ Fヽ=1)シ ナしヽ言」~cνノにLυノリヽ レヽ1ヽ アLじ

r 伝染性膿痴疹 。手足口病・伝染性紅斑 `)
1 溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・マイコ |
に ブラズマ感染症・感染畦胃腸炎 など ジ

病状 によ り学校医その他の医師に
おいて感染のおそれがない と認め
るまで

※ 1 第二種の感染症 (結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかった ものについては、病状
により学校医そのft11の 医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限 りではありま
せん。

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、第二種の 「その他の感染症」については、流行の状況等の条
件や学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場合は、出席停止 とならない

場合があ ります。
新型コロナウイルス感染症は令和 2年 1月 28日 付、文部科学省事務連絡 「新型コロナウ

イルス感染症の 「指定感染症」への指定を受けた学校保健安全法上の対応について」により
第一種感染症とみなします。
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